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10月１日、平成22年国勢調査が全国一斉に行われます。

　　ます。普段住んでいるところとは　10 月 1 日現在、すでに 3 か月以上住んでいる場所、または、まだ 3
　　か月にはならないけれども、10 月 1 日前後を通じて 3 か月以上住む予定である場所をいいます。
　　例えば、親元を離れて大学などに通っている学生の人は現在生活している場所で、また、すでに連続して
　　3 か月以上入院している人は病院で、施設に入所している人は施設で調査票に記入していただきます。

Q：どうしても答えなければいけないの？
A：もしも、調査票が提出されなかったり、正しい回答がされなかったりすると、誤った統計になってしまい
　　ます。そのため『統計法』という法律で回答の義務について規定しています。つまり、国勢調査に参加す
　　ることは私たちの義務の一つなのです。

Q：プライバシーは守られるの？
A：調査員や統計職員などが調査票の内容を他人にもらしたり、統計をつくる目的以外に調査票を使ったりする
　　ことは法律で固く禁じられており、違反したときは罰則があります。調査票は集計後完全に溶かしてしまい
　　残ることはありません。
　　また、今回より調査票は、記入後配布された封筒に入れ、封をして提出する方法となりました。調査員が
　　調査票の記入内容を見ることはありません。

                                                                                     　問合せ：平成 22 年国勢調査八代市実施本部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             八代市役所文書統計課　☎ 33-0200
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◎ 国勢調査とは
　国勢調査は、日本に住んでいるすべての人・世帯を対象
とする国の最も基本的な統計調査です。
　調査の結果は、国や都道府県・市区町村で行う行政の基
礎資料として活用されるほか、学術・教育機関、企業など
幅広い分野で利用され、私たちの暮らしに生かされます。

◎ 調査の流れ
　 総務省統計局 - 熊本県  -  市町村
           -  国勢調査指導員  -  国勢調査調査員  ⇔  世帯
　９月下旬から調査員が各世帯を訪問して調査票を配布
し、10 月１日以降に調査票の回収に伺います。調査員は
顔写真付きの調査員証と腕章を付けています。

Q ＆ A
Q：住民票などの届出とは関係あるの？
A：国勢調査は実態の調査ですので、住民登録とは関係あ
　　りません。普段住んでいるところで世帯ごとに調査し
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